
麗澤大学大学院学則 

平成 8 年 4 月 1 日制定 
平成 29 年 4 月 1 日最近改正 

第 1 章 総則 

(準拠)  
第 1 条 この大学院学則は、麗澤大学学則(昭和 34 年 4 月 1 日制定。以下「学則」という。)第 2 条の 2
の規定に基づき、麗澤大学大学院(以下「本大学院」という。)について必要な事項を定める。 

  
(目的)  
第 2 条 本大学院は、建学の精神に基づき、学術の理論及び応用を教授・研究し、その深奥を究めて、

文化の進展に寄与することを目的とする。 
  
(自己点検・評価)  
第 3 条 本大学院は、教育研究水準の向上をはかり、その目的及び社会的使命を達成するため、教育研

究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うことに努める。 

第 2 章 組織 

(課程等)  
第 4 条 本大学院に次の課程を置く。 

研究科 専攻 課程の区分 

言語教育研究科 日本語教育学専攻 博士前期課程 

博士後期課程 

比較文明文化専攻 博士前期課程 

博士後期課程 

英語教育専攻 修士課程 

経済研究科 経済学専攻 修士課程 

経営学専攻 

経済学・経営学専攻 博士課程 

2 博士前期課程及び修士課程(以下「修士課程」という。)は、広い視野に立って精深な学識を授け、専

攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的と

する。 
3 博士後期課程及び博士課程(以下「博士課程」という。)は、専攻分野について、研究者として自立し

て研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基

礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 
4 言語教育研究科博士前期・後期課程の専攻の目的は、次に定めるものとする。 

(1) 日本語教育学専攻は、普遍的な言語理論と日本語学の成果とを踏まえ、それらの深化及び日本語

教育学の理論的・実践的展開を図ることによって、日本語教育機関で活躍できる人材の育成及び研

究者の養成を目的とする。 
(2) 比較文明文化専攻は、世界の諸文明と世界各地の文化を比較の観点から探究し、文明圏の交流や

多様な文化に関する理解と認識を深める。地球と人類の未来を開拓する新たな文明の創造を志向し

つつ、世界の平和と文化の保持・発展のため、教育研究職、国際機関等で貢献できる広い視野を備

えた人材の育成を目的とする。 
 



5 言語教育研究科修士課程の専攻の目的は、次に定めるものとする。 
(1) 英語教育専攻は、高度な英語力をもとに、英語学・英語教育学・異文化コミュニケーションとい

う学問を探究し、専門領域の英知と英語力を駆使できる英語教員・研究者・企業等で活躍する人材

の育成を目的とする。 
6 経済研究科修士課程の専攻の目的は、次に定めるものとする。 

(1) 経済学専攻及び経営学専攻は、各領域において、先導的な研究を推進できる研究者及び実務専門

家の養成を目的とし、特に内外の諸機関において求められる公共政策を担う人材の育成を目的とす

る。 
7 経済研究科博士課程の専攻の目的は、次に定めるものとする。 

(1) 経済学・経営学専攻は経済学及び経営学の理論研究及び実証研究の深化を通して、先進的な研究

を指導できる研究者及び専門家の養成を目的とする。 
  
(学生定員)  
第 5 条 学生定員は、次のとおりとする。 

研究料 修士課程 博士課程 

専攻 入学定員 収容定員 専攻 入学定員 収容定員 

言語教育研究科 日本語教育学専攻 6 12 日本語教育学専攻 3 9 

比較文明文化専攻 6 12 比較文明文化専攻 3 9 

英語教育専攻 6 12       

経済研究科 経済学専攻 5 10 経済学・経営学専攻 3 9 

経営学専攻 10 20       

計 33 66 計 9 27 

第 3 章 教員・運営組織 

(教員組織)  
第 6 条 本大学院における授業及び学位論文の作成等に関する指導(以下「研究指導」という。)は、本

学の教授及び准教授のうちから選任された者が、これを担当する。ただし、必要に応じて講師に授業

を担当させることができる。 
  
(研究科長)  
第 7 条 研究科に研究科長を置く。 
2 研究科長の任用に関する規程は、別に定める。 
  
第 8 条 削除 
  
(大学院委員会)  
第 9 条 本学に、学長が本大学院に関する重要事項について決定を行うに当たり意見を聴取するため、

大学院委員会を置く。 
2 大学院委員会において取り扱う事項は、次のとおりとする。 

(1) 学生の入学、修了に関する事項 
(2) 学位の授与に関する事項 
(3) 前 2 号に規定するものの他、教育研究に関する重要な事項で、学長が定める事項 

3 大学院委員会は、学長が招集し、その議長となる。学長に支障のあるときは、副学長が招集し、そ

の議長となる。 



4 大学院委員会は、学長、副学長、学長補佐、各研究科長及び研究科代表(各研究科 2 名)、図書館長及

び大学事務局長をもって構成する。ただし、兼務する者がある場合は、その実数を減ずる。 
5 大学院委員会に関する規程は、別に定める。 
  
(研究科委員会)  
第 10 条 各研究科に、研究科委員会を置く。 
2 研究科委員会は、学長が次の各号について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、修了に関する事項 
(2) 学位の授与に関する事項 
(3) 前 2 号に規定するものの他、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが

必要なものとして学長が定める事項 
3 研究科委員会は、前項に規定するものの他、学長及び研究科長等がつかさどる教育研究に関する事

項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 
4 研究科委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。研究科長に支障のあるときは、あらかじめ

指名された者が招集し、その議長となる。 
5 研究科委員会は、当該研究科の課程ごとに、所属する専任教員をもって構成する。 
6 研究科委員会に関する規程は、別に定める。 
 
第 4 章 学年・学期・休業日 
  
(学年)  
第 11 条 学年は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 
  
(学期)  
第 12 条 学年を次の二学期に分ける。 

(1) 第 1 学期 4 月 1 日より 9 月 19 日まで 
(2) 第 2 学期 9 月 20 日より翌年 3 月 31 日まで 

  
(休業日)  
第 13 条 授業の休業日は次のとおりとする。 

(1) 日曜日 
(2) 「国民の祝日に関する法律」(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 
(3) 本学記念日 6 月 4 日 
(4) 夏季休暇 8 月 1 日より 9 月 19 日まで 
(5) 冬季休暇 12 月 20 日より翌年 1 月 9 日まで 
(6) 春季休暇 3 月 1 日より 3 月 31 日まで 

2 必要があるときは、学長は、前項の休業日を変更することがある。 
 
第 5 章 修業年限・在学年限 
  
(修業年限)  
第 14 条 修士課程の修業年限は、2 年とする。 
2 博士課程の修業年限は、3 年とする。 
  
(在学年限)  
第 15 条 修士課程の在学年限は、4 年を超えることができない。 
2 博士課程の在学年限は、6 年を超えることができない。 



3 第 21 条及び第 28 条の規定により入学した者は、在学すべき年数の 2 倍に相当する年を超えて在学

することはできない。 
 
第 6 章 入学 
  
(入学時期)  
第 16 条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、教育上支障がないと認めるときは、第 2 学期の

始めに入学させることがある。 
  
(入学資格)  
第 17 条 修士課程の入学資格は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 学校教育法に定める大学を卒業した者又は学士の学位を授与された者 
(2) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における 16 年の課程を修了した者 
(4) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を

修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけら

れた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 
(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大

臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 3 年以上である課程を修了すること（当該

外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修

了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を

受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与され

た者 
(6) 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 
(7) 文部科学大臣の指定した者 
(8) 大学に 3 年以上在学した者、外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者、外国の

学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育

における 15 年の課程を修了した者、又は我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該

外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該

外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者であって、本大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得した

ものと認めたもの 
(9) 本大学院において、別に定める入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、22 歳に達したもの 
2 博士課程の入学資格は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 学校教育法に定める修士の学位又は専門職学位を有する者 
(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学

位に相当する学位を授与された者 
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 
(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 



(6) 外国の学校、第 4 号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学設置基

準第 16 条の 2 に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以

上の学力があると認められた者 
(7) 文部科学大臣の指定した者 
(8) 本大学院において、別に定める入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同

等以上の学力があると認めた者で、24 歳に達したもの 
   
(入学志願)  
第 18 条 本学に入学を志願する者は、指定の期日までに、本学所定の書類に入学検定料を添えて願い

出なければならない。 
2 入学志願に関する必要事項は、別に定める。 
  
(入学者の選考)  
第 19 条 入学志願者の選考は、学力試験その他の方法により行う。 
2 入学志願者の選考に関する必要事項は、別に定める。 
  
(入学手続き・許可)  
第 20 条 選考により合格した者は、指定の期日までに、本学所定の書類を提出し、入学金その他の諸

費を納めなければならない。 
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 
  
(転入学)  
第 21 条 他の大学院から、本大学院に転入学を願い出た者は、志願する研究科に欠員のある場合に限

り、入学を許可することがある。 
2 第 18 条第 1 項及び第 20 条第 1 項の定めは、転入学志願者に準用する。 
  
(保証人)  
第 22 条 保証人については、本学学則第 25 条を準用する。 
 
第 7 章 休学・留学・退学・再入学・転研究科・転専攻・除籍・復籍 
  
(休学)  
第 23 条 学生が、疾病その他特別の理由により 1 か月以上修学することができない場合は、願い出に

より休学を許可することがある。 
2 学生が、疾病その他特別の理由により 1 か月以上修学することが適当でないと認められる場合は、

休学を命ずることがある。 
  
(休学期間)  
第 24 条 前条に規定する休学は、学期末又は学年末を学籍上の終期とする。 
2 休学期間は、通算して修士課程にあっては 2 年、博士課程にあっては 3 年を超えることはできない。 
3 休学期間は、第 15 条に規定する在学期間には算入しない。 
4 休学期間中に休学の理由が消滅した場合は、願い出により、休学の取消しを認め、復学を許可する

ことがある。 
5 休学期間中に期間を短縮したいときは、願い出により、期間の変更を許可することがある。 
  
(留学)  



第 25 条 学生が本学が認める外国の大学院又はこれに準ずる研究機関へ留学する場合は、留学を許可

することがある。 
2 前項の定めにより留学できる期間は、1 年以内とする。ただし、博士課程の学生については、教育上

有益であると研究科委員会において認めるときは、その期間の延長を許可することがある。 
3 留学期間は、第 15 条に規定する在学期間へ算入する。 
4 留学に関する規程は、別に定める。 
  
第 26 条 削除 
  
(退学)  
第 27 条 学生が退学しようとする場合は、願い出によりこれを許可することがある。 
  
(再入学)  
第 28 条 前条の規定により退学した者が、再入学を願い出たときは、退学後 2 年以内に限り、これを

許可することがある。 
2 再入学を許可された者は、指定の期日までに本学所定の書類を提出し、第 53 条の 2 に規定する学費

を納めなければならない。 
3 前 2 項の定めにかかわらず、第 33 条第 1 項に規定する修了要件のうち博士論文の審査及び最終試験

以外の修了要件を満たして退学した者の再入学については、「麗澤大学大学院単位修得退学者の再入

学に関する規程」の定めるところによる。 
  
(転研究科・転専攻)  
第 29 条 研究科又は専攻の変更を志願する学生があるときは、これを許可することがある。 
  
(除籍)  
第 30 条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍することがある。 

(1) 学費その他の諸費を所定の期限までに納入せず、督促を受けても納入しない者 
(2) 第 15 条に規定する在学年限を超えた者 
(3) 第 24 条第 2 項に定める休学期間を超えた者 
(4) 入学年度の 4 月末日までに入学を取り消した者 
(5) 長期間にわたり行方不明の者 
(6) 在学中に死亡した者 

  
(復籍)  
第 31 条 前条第 1 項第 1 号及び第 5 号の定めによって除籍された者が、2 年以内に所定の手続きを経

て、復籍を願い出たときは、これを許可することがある。 
 
第 8 章 課程の修了・学位の授与 
  
(修士課程の修了要件)  
第 32 条 修士課程の修了要件は、当該課程に 2 年以上在学し、所定の授業科目について 30 単位以上を

修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士の学位論文の審査及び最終試験に合格することとす

る。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績をあげたと認められる者は、当該課程に 1 年以上

在学すれば足りるものとする。 
2 前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての

研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 
  



(博士課程の修了要件)  
第 33 条 博士課程の修了要件は、当該課程に 3 年以上在学し、所定の授業科目について 8 単位以上を

修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。た

だし、在学期間に関しては、優れた研究業績をあげたと認められる者は、修士課程 2 年修了者の場合

にあっては博士課程に 1 年以上、修士課程 1 年で修了した者の場合にあっては博士課程に 2 年以上、

それぞれ在学すれば足りるものとする。 
  
第 34 条 削除 
  
第 35 条 削除 
  
(学位の授与)  
第 36 条 修士課程を修了した者に対しては、次の学位を授与する。 
言語教育研究科    修士（文学） 
経済研究科経済学専攻 修士（経済学） 
経済研究科経営学専攻 修士（経営学） 

2 博士課程を修了した者に対しては、次の学位を授与する。 
言語教育研究科 博士（文学） 
経済研究科   博士（経済学・経営学） 

3 前項に定めるもののほか、博士課程を経ない者であっても、本学に博士の学位の授与を申請し、博

士論文を提出しその審査に合格し、かつ、当該課程を修了した者と同等以上の学力があると認められ

た者にも授与することができる。 
4 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 
 
第 9 章 賞罰 
  
(表彰・懲戒)  
第 37 条 表彰及び懲戒は、本学学則第 37 条及び第 38 条を準用する。 
 
第 9 章の 2 外国人留学生・社会人学生・長期履修学生 
  
(外国人留学生)  
第 37 条の 2 外国人が、本大学院に入学を志願するときは、特別選抜を実施し、外国人留学生として

入学を許可することができる 
2 外国人留学生の入学に関しては、第 17 条から第 22 条までの規定を適用する。 
  
(社会人学生)  
第 37 条の 3 社会人としての経験を有する者が、入学を志願したときは、特別選抜を実施し、社会人

学生として入学を許可することができる。 
2 社会人学生の入学に関しては、第 17 条から第 22 条までの規定を適用する。 
 
(長期履修学生)  
第 37 条の 4 本大学院に入学を志願する者が、標準の修業年限を超えて修業を希望するときは、入学

時に限り、長期履修学生として入学を許可することができる。 
2 長期履修学生に関する規程は、別に定める。 
 
第 10 章 科目等履修生・研究生・聴講生・特別聴講生及び特別研究生 



  
(科目等履修生)  
第 38 条 本大学院において、一又は複数の授業科目を履修し単位修得を希望する者があるときは、研

究科の授業、研究に支障のない限り、科目等履修生として許可することがある。 
2 科目等履修生となることのできる者は、第 17 条の資格を有する者とする。 
3 科目等履修生がその履修した授業科目について、試験に合格した場合は単位を与える。 
4 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 
  
(研究生)  
第 39 条 本大学院において、特定の専門事項について高度な研究を行おうとする者があるときは、研

究科の授業及び研究に支障のない限り、研究生として許可することがある。 
2 研究生となることのできる者は、第 17 条の資格を有する者とする。 
3 研究生に関する規程は、別に定める。 
  
(聴講生)  
第 40 条 本大学院において、授業科目を聴講しようとする者があるときは、研究科の授業及び研究に

支障のない限り、聴講生として受入れを許可することがある。 
2 聴講生に関する規程は、別に定める。 
  
(特別聴講生)  
第 41 条 本大学院において、授業科目を履修しようとする他の大学院又は外国の大学院の学生がある

ときは、当該大学との協議に基づき、履修を許可することがある。 
2 前項により授業科目の履修を許可された学生は、特別聴講生と称する。 
3 特別聴講生に関する規程は、別に定める。 
  
(特別研究生)  
第 42 条 本大学院において、研究指導を受けようとする他の大学院の学生があるときは、当該他の大

学院との協議に基づき、受入れを許可することがある。 
2 前項により受け入れた学生は、特別研究生と称する。 
3 特別研究生に関する規程は、別に定める。 
 
第 11 章 教育等 
  
(授業及び研究指導)  
第 43 条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 
  
(授業科目、単位及び履修方法)  
第 44 条 修士課程及び博士課程の授業科目並びに単位数は、別表Ⅰ及び別表Ⅱのとおりとする。 
2 各研究科の授業科目の履修及び単位認定に関する規程は、別に定める。 
  
(他の大学院における授業科目の履修)  
第 45 条 教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生が当該他の大学院の授業科

目を履修することを許可することがある。 
2 前項の規定による単位認定は、10 単位を超えない範囲とする。 
  
(入学前の既修得単位の認定)  



第 46 条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入る前に大学院において修得した単位を、本大学

院において修得したものとみなし、単位を認定することがある。 
2 前項の認定による単位認定は、前条の単位と合わせて 10 単位を超えない範囲とする。 
  
(研究指導)  
第 47 条 教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。以

下「他の大学院等」という。)との協議に基づき、学生が当該他の大学院等において必要な研究指導を

受けることを許可することがある。 
2 当該研究指導を受ける期間は、1 年を超えないものとする。ただし、博士課程の学生については、教

育上有益であると認めるときは、その期間の延長を許可することがある。 
  
第 48 条 削除 
 
第 12 章 教職課程 
  
(教職課程)  
第 49 条 修士課程に、教育職員免許状授与のための所要資格を得させるための課程を置く。 
2 専修免許状の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号)及び同法

施行規則(昭和 29 年文部省令第 26 号)の規定するところにより、必要な単位を修得した場合には、教

育職員免許状授与のための所要資格を与えることができる。ただし、中学校教諭一種免許状又は高等

学校一種免許状授与の所要資格を有する者でなければならない。 
3 教育職員免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。 

研究科 専攻等 教員免許状の種類 免許教科 

言語教育研究科 日本語教育学専攻 高等学校教諭専修免許状 国語 

中学校教諭専修免許状 国語 

英語教育専攻 高等学校教諭専修免許状 英語 

中学校教諭専修免許状 英語 

経済研究科 経済学専攻 高等学校教諭専修免許状 公民 

中学校教諭専修免許状 社会 

経営学専攻 高等学校教諭専修免許状 公民 

中学校教諭専修免許状 社会 

4 教職に関する科目の履修規程は、別に定める。 
 
第 13 章 学費等 
  
(入学検定料)  
第 50 条 入学検定料は、35,000 円とする。ただし、外国人留学生については、25,000 円とする。 
  
(学費)  
第 51 条 学費は、次のとおりとする。ただし、入学金は、入学年度のみの徴収とする。 

項目 修士課程 博士課程 
入学金 200,000 円 200,000 円 
授業料 720,000 円 710,000 円 
施設費 200,000 円 200,000 円 
実験・実習費 実費 実費 



 
  
(納入期限)  
第 52 条 納入期限は、本学学則第 55 条を準用する。 
  
(転入学者の学費)  
第 53 条 転入学者の学費は、転入学をする年次の学費を適用する。 
  
(再入学者の学費)  
第 53 条の 2 再入学者の学費は授業料及び施設費とし、再入学をする年次の学費を適用する。ただし、

第 28 条第 3 項の規定により再入学した者の学費は、「麗澤大学大学院単位修得退学者の再入学に関

する規程」の定めるところによる。 
2 再入学者の第 1 学期分の授業料及び施設費は、再入学手続時に納入しなければならない。 
  
 (休学期間の学費) 
第 54 条 第 51 条の規定にかかわらず、休学期間の学費は、休学がその学期の全期間にわたるときは、

在籍料として 1 学期につき 6 万円を納めるものとする。 
  
(留学期間の学費)  
第 55 条 留学期間の学費は、本学学則第 58 条を準用する。 
  
(復籍料)  
第 56 条 復籍料は、本学学則第 59 条を準用する。 
  
(学費の減免)  
第 57 条 外国人留学生については、事情により授業料を減免することがある。 
2 本学学部卒業者が、本大学院に進学する場合は、入学金を 5 割減免する。 
3 本学別科修了者が、修了年度に引き続いて本大学院に進学する場合に限り、入学金を全額減免する。 
4 本大学院修士課程の修了者が、修了年度に引き続いて博士課程に進学する場合に限り、入学金を全

額減免する。 
5 本大学院修士課程の研究生が、修士課程に進学した場合は、入学金を 5 割減免する。 
6 本大学院博士課程の研究生が、博士課程に進学した場合は、入学金を 5 割減免する。 
7 本大学院修士課程修了に続いて博士課程研究生として在籍した者が引続き博士課程へ入学する場合

は、入学金を全額免除する。 
8 第 33条第 1項に規定する修了要件のうち博士論文の審査及び最終試験以外の修了要件を満たして修

業年限を終了した者で、在学期間の延長が許可された者については、授業料を 9 割減免する。 
9 第 1 項に定める授業料減免については、別に定める。 
10 前各項に定めるものの他、学費の減免に関する事項は、別に定める。 
  
(学費の返還)  
第 58 条 学費の返還は、本学学則第 62 条を準用する。 
 
第 14 章 学生寮 
  
(学生寮)  
第 59 条 学生寮は、本学学則第 63 条を準用する。 
 



第 15 章 厚生保健 
  
第 60 条 削除 
  
(健康支援センター)  
第 61 条 健康支援センターは、本学学則第 65 条を準用する。 
  
(厚生施設)  
第 62 条 厚生施設は、本学学則第 66 条を準用する。 
 
第 16 章 学生生活 
  
(学生生活)  
第 63 条 学生生活は、本学学則第 67 条を準用する。 
 
第 17 章 学則変更 
  
(学則変更)  
第 64 条 この大学院学則の変更については、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、理事会の議

決を得なければならない。 
  
附 則 

この大学院学則は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。  
  
附 則 

1 この大学院学則は、平成 9 年 4 月 1 日から改定施行する。 
2 改定施行後の大学院学則第 47条の規定は、平成 9年度入学者より適用し、在学者は従前の例とする。 
  
附 則(全部改正) 

この大学院学則は、平成 10 年 4 月 1 日から改定施行する。  
  
附 則 

この大学院学則は、平成 11 年 4 月 1 日から改定施行する。  
  
附 則 

この大学院学則は、平成 11 年 11 月 20 日から改定施行する。  
  
附 則 

この大学院学則は、平成 12 年 4 月 1 日から改定施行する。  
  
附 則 

1 この大学院学則は、平成 13 年 4 月 1 日から改定施行する。 
2 改定施行後の大学院学則第 51 条に規定する学費のうち、施設・設備費については平成 13 年度に在

籍する学生にも適用する。 
  
附 則 

この大学院学則は、平成 14 年 4 月 1 日から改定施行する。  



  
附 則 

この大学院学則は、平成 15 年 4 月 1 日から改定施行する。  
  
附 則 

この大学院学則は、平成 16 年 4 月 1 日から改定施行する。  
  
附 則 

この大学院学則は、平成 17 年 4 月 1 日から改定施行する。  
  
附 則 

この大学院学則は、平成 18 年 4 月 1 日から改定施行する。  
  
附 則 

この大学院学則は、平成 19 年 4 月 1 日から改定施行する。  
  
附 則 

この大学院学則は、平成 20 年 4 月 1 日から改定施行する。  
  
附 則 

この大学院学則は、平成 21 年 4 月 1 日から改定施行する。  
  
  
附 則 

この大学院学則は、平成 22 年 4 月 1 日から改定施行する。 
  
  

附 則 
この大学院学則は、平成 23 年 4 月 1 日から改定施行する。 
  
  
附 則 

1 この大学院学則は、平成 24 年 4 月 1 日から改定施行する。 
2 国際経済研究科経済管理専攻、政策管理専攻及び経済・政策管理専攻は、改定後の第 4 条の規定に

かかわらず、平成 24 年 3 月 31 日に当該各専攻に在学する者が当該各専攻に在学しなくなる日までの

間、存続するものとする。 
3 平成 24 年 3 月 31 日に在学する者については、この大学院学則による改定後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
4 国際経済研究科に関する事項については、経済研究科委員会において審議するものとする。 
  
附 則 

1 この大学院学則は、平成 24 年 7 月 20 日から改定施行する。 
  
附 則 

1 この大学院学則は、平成 25 年 4 月 1 日から改定施行する。 
2 国際経済研究科経済管理専攻は、平成 25 年 3 月 31 日で廃止する。 
 



附 則 
1 この大学院学則は、平成 26 年 4 月 1 日から改定施行する。 
 
附 則 

1 この大学院学則は、平成 26 年 9 月 20 日から改定施行する。 
2 国際経済研究科政策管理専攻は、平成 26 年 9 月 19 日で廃止する。 

 
附 則 

1 この大学院学則は、平成 27 年 4 月 1 日から改定施行する。ただし、改定施行後の第 51 条の規定は、

平成 26 年度以前の入学者には適用せず、従前の規定を適用する。 
 
附 則 

1 この大学院学則は、平成 28 年 4 月 1 日から改定施行する。 
2 国際経済研究科及び同研究科経済・政策管理専攻は、平成 28 年 3 月 31 日で廃止する。 
 
附 則 

1 この大学院学則は、平成 29 年 4 月 1 日から改定施行する。 
 



別表Ⅰ―1(第44条関係) 

言語教育研究科 日本語教育学専攻（博士前期課程）の授業科目及び単位 

  授業科目の名称  単位  修了必要単位  

基礎科目  言語学原論Ⅰ  2単位  8単位  

言語学原論Ⅱ  2単位  

日本語学概論Ⅰ  2単位  

日本語学概論Ⅱ  2単位  

日本語教育学概論Ⅰ  2単位  

日本語教育学概論Ⅱ  2単位  

第二言語教育学原論Ⅰ  2単位  

第二言語教育学原論Ⅱ  2単位  

専門科目  言語学  音声学・音韻論A 2単位  16単位  

 

共通専門科目の

アカデミック・

ライティング

A・Bは修了要件

に含むことはで

きない。  

音声学・音韻論B 2単位  

形態論・統語論A 2単位  

形態論・統語論B 2単位  

意味論・語用論A 2単位  

意味論・語用論B 2単位  

ことばのバリエーション  2単位  

ことばと社会・文化  2単位  

認知言語学  2単位  

コーパス言語学  2単位  

日本語教育学  海外日本語教育実習  2単位  

言語習得論と日本語教授法A 2単位  

言語習得論と日本語教授法B 2単位  

コミュニケーションと日本語教育A 2単位  

コミュニケーションと日本語教育B 2単位  

対照言語学  対照言語学概論  2単位  

対照言語学（日・韓）  2単位  

対照言語学（日・中）  2単位  

対照言語学（日・東南アジア諸言語）  2単位  

対照言語学（日・英）  2単位  

対照言語学（日・独）  2単位  

共通専門科目  アカデミック・スキルズ  2単位  

アカデミック・ライティングA 2単位  

アカデミック・ライティングB 2単位  

言語技術概説A 2単位  

言語技術概説B 2単位  

情報処理概論  2単位  

情報処理研究A 2単位  

情報処理研究B 2単位  

教育・心理統計演習A 2単位  

教育・心理統計演習B 2単位  

言語テスト論  2単位  

言語文化研究A（東アジア）  2単位  

言語文化研究B（東南アジア）  2単位  

特別研究  日本語教育学特別研究Ⅰ  2単位  6単位  

日本語教育学特別研究Ⅱ  2単位  

日本語教育学特別研究Ⅲ  2単位  

 

 

 

 

 



別表Ⅰ―2(第44条関係) 

言語教育研究科 比較文明文化専攻（博士前期課程）の授業科目及び単位 

 授業科目の名称  単位  修了必要単位  

基礎科目  比較文明学原論A 2単位  8単位  

比較文明学原論B 2単位  

比較文化学原論A 2単位  

比較文化学原論B 2単位  

地域研究原論A 2単位  

地域研究原論B 2単位  

専門科目  比較文明文化  比較思想研究  2単位  16単位  

 

共通専門科目

のアカデミッ

ク・ライティ

ングA・Bは修

了要件に含む

ことはできな

い。  

比較宗教研究  2単位  

比較倫理研究  2単位  

比較文学研究  2単位  

比較社会研究  2単位  

比較観光研究  2単位  

比較政治研究  2単位  

比較環境研究  2単位  

地域言語文化  英米言語文化演習  2単位  

英米地域文化演習  2単位  

ドイツ言語文化演習  2単位  

ドイツ地域文化演習  2単位  

日本言語文化演習  2単位  

日本地域文化演習  2単位  

中国言語文化演習  2単位  

中国地域文化演習  2単位  

共通専門科目  アカデミック・スキルズ  2単位  

アカデミック・ライティングA 2単位  

アカデミック・ライティングB 2単位  

言語技術概説A 2単位  

言語技術概説B 2単位  

情報処理概論  2単位  

情報処理研究A 2単位  

情報処理研究B 2単位  

教育・心理統計演習A 2単位  

教育・心理統計演習B 2単位  

言語テスト論  2単位  

言語文化研究A（東アジア）  2単位  

言語文化研究B（東南アジア）  2単位  

特別研究  比較文明文化特別研究Ⅰ  2単位  6単位  

比較文明文化特別研究Ⅱ  2単位  

比較文明文化特別研究Ⅲ  2単位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表Ⅰ―3(第44条関係) 

言語教育研究科 英語教育専攻（修士課程）の授業科目及び単位 

  授業科目の名称  単位  修了必要単位  

基礎科目  英語学原論Ａ  2単位  8単位  

英語学原論Ｂ  2単位  

英語教育学原論Ⅰ  2単位  

英語教育学原論Ⅱ  2単位  

Intercultural Communication Theory Ⅰ  2単位  

Intercultural Communication Theory Ⅱ  2単位  

専門科目  英語学  英語の文法現象Ａ  2単位  16単位  

(修士論文を

提出しない場

合は24単位 ) 

 

共通専門科目

のアカデミッ

ク・ライティ

ングA・Bは

修了要件に含

むことはでき

ない。  

英語の文法現象Ｂ  2単位  

口語英文法研究Ａ  2単位  

口語英文法研究Ｂ  2単位  

英語意味論・語用論A 2単位  

英語意味論・語用論B 2単位  

英語音声学・音韻論Ａ  2単位  

英語音声学・音韻論Ｂ  2単位  

英語歴史言語学A 2単位  

英語歴史言語学B 2単位  

英語コーパス言語学  2単位  

英語社会言語学Ａ  2単位  

英語社会言語学Ｂ  2単位  

英語教育学  第二言語習得研究A 2単位  

第二言語習得研究B 2単位  

英語教授法研究A 2単位  

英語教授法研究B 2単位  

メディア・スタディーズA 2単位  

メディア・スタディーズB 2単位  

コミュニケー

ション学  

Intercultural Communication Research A 2単位  

Intercultural Communication Research B 2単位  

Research Writing and Presentation A 2単位  

Research Writing and Presentation B 2単位  

Interpersonal Communication A 2単位  

Interpersonal Communication B 2単位  

共通専門科目  アカデミック・スキルズ  2単位  

アカデミック・ライティングA 2単位  

アカデミック・ライティングB 2単位  

言語技術概説A 2単位  

言語技術概説B 2単位  

情報処理概論  2単位  

情報処理研究A 2単位  

情報処理研究B 2単位  

教育・心理統計演習A 2単位  

教育・心理統計演習B 2単位  

言語テスト論  2単位  

言語文化研究A（東アジア）  2単位  

言語文化研究B（東南アジア）  2単位  

特別研究  英語教育特別研究Ⅰ  2単位  6単位  

英語教育特別研究Ⅱ  2単位  

英語教育特別研究Ⅲ  2単位  

 

 

 



別表Ⅰ―4(第44条関係) 

経済研究科 経済学専攻(修士課程)の授業科目及び単位 
  授業科目の名称  単位  修了必要単位  
専門科目  ミクロ経済学研究  2単位  22単位  

マクロ経済学研究  2単位  
計量経済学研究Ⅰ  2単位  
計量経済学研究Ⅱ  2単位  
数量分析研究  2単位  
国際経済研究Ⅰ  2単位  
国際経済研究Ⅱ  2単位  
金融研究Ⅰ  2単位  
金融研究Ⅱ  2単位  
財政学研究Ⅰ  2単位  
財政学研究Ⅱ  2単位  
現代日本経済史研究  2単位  
西洋経済史研究Ⅰ  2単位  
西洋経済史研究Ⅱ  2単位  
不動産経済研究  2単位  
不動産ファイナンス研究  2単位  
ファイナンス工学研究Ⅰ  2単位  
ファイナンス工学研究Ⅱ  2単位  
コーポレートファイナンス研究Ⅰ  2単位  
コーポレートファイナンス研究Ⅱ  2単位  
ファイナンス理論研究  2単位  
金融リスク管理研究  2単位  
金融市場研究Ⅰ  2単位  
金融市場研究Ⅱ  2単位  
経済政策研究Ⅰ  2単位  
経済政策研究Ⅱ  2単位  
環境政策研究  2単位  
社会情報システム研究Ⅰ  2単位  
社会情報システム研究Ⅱ  2単位  
労働経済研究  2単位  
都市経済研究  2単位  
開発経済研究Ⅰ  2単位  
開発経済研究Ⅱ  2単位  
国際公共政策特論Ⅰ  2単位  
国際公共政策特論Ⅱ  2単位  
Essentials of Microeconomics and Macroeconomics 2単位  
Quantitative Economic Analysis 2単位  
Research Methodology for Social Sciences 2単位  
Public Finance and Fiscal Policy in Japan 2単位  
Labor Economics and Japanese Labor Policy 2単位  
Regional and Urban Economics and Japanese 
Development Policy 

2単位  

Business and Government Policy in Japan 2単位  
Environmental Economics and Japanese  
Environmental Policy 

2単位  

Economic Policy and Policy Evaluation 2単位  
Quantitative Economic Analysis  
of International Economic Policy 

2単位  

Financial Market and Banks in Japan 2単位  
Financial Theory and Japanese Monetary Policy 2単位  
Credit and Financial Risk 2単位  
Portfolio Theory and Investment Science 2単位  
Property Development 2単位  
Corporate and Small Business Finance 2単位  

基礎科目  経済学基礎  2単位  修了要件30
単位に含むこ

とはできな

い。  

経営学基礎  2単位  
数量分析基礎  2単位  
数量分析基礎演習  2単位  
アカデミック・ライティングⅠ  2単位  
アカデミック・ライティングⅡ  2単位  



租税法基礎  2単位  
経済学・経営学基礎演習ⅠA 2単位  
経済学・経営学基礎演習ⅠB 2単位  
経済学・経営学基礎演習ⅡA 2単位  
経済学・経営学基礎演習ⅡB 2単位  
英語原典講読Ⅰ  2単位  
英語原典講読Ⅱ  2単位  
英語原典講読Ⅲ  2単位  
英語原典講読Ⅳ  2単位  
Tutorial Seminar ⅠA 2単位  
Tutorial Seminar ⅠB 2単位  
Tutorial Seminar ⅡA 2単位  
Tutorial Seminar ⅡB 2単位  

国際科目  日本研究特論Ⅰ  2単位  専門科目22
単位に4単位

まで含むこと

ができる。  

日本研究特論Ⅱ  2単位  
アジア研究特論Ⅰ  2単位  
アジア研究特論Ⅱ  2単位  
アメリカ研究特論Ⅰ  2単位  
アメリカ研究特論Ⅱ  2単位  
地域経済研究特論Ⅰ  2単位  
地域経済研究特論Ⅱ  2単位  
異文化コミュニケーション研究Ⅰ  2単位  
異文化コミュニケーション研究Ⅱ  2単位  
International Development Economics 2単位  
Japanese Trade and Foreign Direct Investment 2単位  
Japan and Regional Cooperation and Integration 
in Asia 

2単位  

Globalization and International Business 2単位  
Comparative Institutional Analysis and Economic 
Policy Development in Japan 

2単位  

Japanese Management and Business Leaders 2単位  
Japanese People and Its Culture 2単位  
Japan and Asia 2単位  

特別研究  特別研究ⅠA 2単位  8単位  
特別研究ⅠB 2単位  
特別研究ⅡA 2単位  
特別研究ⅡB 2単位  
Thesis Research and WritingⅠA 2単位  
Thesis Research and WritingⅠB 2単位  
Thesis Research and WritingⅡA 2単位  
Thesis Research and WritingⅡB 2単位  

 

別表Ⅰ―5(第44条関係) 

経済研究科 経営学専攻(修士課程)の授業科目及び単位 
  授業科目の名称  単位  修了必要単位  
専門科目  経営管理研究Ⅰ 2単位  22単位  

経営管理研究Ⅱ 2単位  
経営情報科学研究 2単位  
会計理論研究Ⅰ 2単位  
会計理論研究Ⅱ 2単位  
日本経営史研究 2単位  
国際経営研究 2単位  
開発経営研究Ⅰ 2単位  
開発経営研究Ⅱ 2単位  
マーケティング研究 2単位  
グローバル・マーケティング研究 2単位  
財務管理研究Ⅰ 2単位  
財務管理研究Ⅱ 2単位  
租税法研究Ⅰ（所得税） 2単位  
租税法研究Ⅱ（法人税） 2単位  
租税法研究Ⅲ（消費税） 2単位  



租税法特論 2単位  
企業法務研究Ⅰ（会社法） 2単位  
企業法務研究Ⅱ(独禁法・消費者関連法） 2単位  
企業法務研究Ⅲ（金融商品取引法） 2単位  
リスクマネジメント研究Ⅰ 2単位  
リスクマネジメント研究Ⅱ 2単位  
ネットワーク管理研究Ⅰ 2単位  
ネットワーク管理研究Ⅱ 2単位  
インターネット・ビジネス研究Ⅰ 2単位  
インターネット・ビジネス研究Ⅱ 2単位  
ビジネスエシックス研究Ⅰ 2単位  
ビジネスエシックス研究Ⅱ 2単位  
経営研究特論Ⅰ 2単位  
経営研究特論Ⅱ 2単位  
経営研究特論Ⅲ 2単位  
経営研究特論Ⅳ 2単位  
人的資源管理研究Ⅰ 2単位  
人的資源管理研究Ⅱ 2単位  
経営戦略研究 2単位  
経営組織研究 2単位  
Essentials of Microeconomics and Macroeconomics 2単位  
Quantitative Economic Analysis 2単位  
Research Methodology for Social Sciences 2単位  
Management and Organization in Japan 2単位  
Strategic Management of Japanese Corporation 2単位  
Marketing and Japanese Corporation 2単位  
Human Resource Management and Japanese 
Corporation 

2単位  

Japanese Accounting System and Financial 
Management 

2単位  

Corporate Governance and Business Ethics in 
Japan 

2単位  

基礎科目  経済学基礎  2単位  修了要件30
単位に含むこ

とはできな

い。  

経営学基礎  2単位  
数量分析基礎  2単位  
数量分析基礎演習  2単位  
アカデミック・ライティングⅠ  2単位  
アカデミック・ライティングⅡ  2単位  
租税法基礎  2単位  
経済学・経営学基礎演習ⅠA 2単位  
経済学・経営学基礎演習ⅠB 2単位  
経済学・経営学基礎演習ⅡA 2単位  
経済学・経営学基礎演習ⅡB 2単位  
英語原典講読Ⅰ  2単位  
英語原典講読Ⅱ  2単位  
英語原典講読Ⅲ  2単位  
英語原典講読Ⅳ  2単位  
Tutorial Seminar ⅠA 2単位  
Tutorial Seminar ⅠB 2単位  
Tutorial Seminar ⅡA 2単位  
Tutorial Seminar ⅡB 2単位  

国際科目  日本研究特論Ⅰ  2単位  専門科目22
単位に4単位

まで含むこと

ができる。  

日本研究特論Ⅱ  2単位  
アジア研究特論Ⅰ  2単位  
アジア研究特論Ⅱ  2単位  
アメリカ研究特論Ⅰ  2単位  
アメリカ研究特論Ⅱ  2単位  
地域経済研究特論Ⅰ  2単位  
地域経済研究特論Ⅱ  2単位  
異文化コミュニケーション研究Ⅰ  2単位  
異文化コミュニケーション研究Ⅱ  2単位  
International Development Economics 2単位  



Japanese Trade and Foreign Direct Investment 2単位  
Japan and Regional Cooperation and Integration 
in Asia 

2単位  

Globalization and International Business 2単位  
Comparative Institutional Analysis and Economic 
Policy Development in Japan 

2単位  

Japanese Management and Business Leaders 2単位  
Japanese People and Its Culture 2単位  
Japan and Asia 2単位  

特別研究  特別研究ⅠA 2単位  8単位  
特別研究ⅠB 2単位  
特別研究ⅡA 2単位  
特別研究ⅡB 2単位  
Thesis Research and WritingⅠA 2単位  
Thesis Research and WritingⅠB 2単位  
Thesis Research and WritingⅡA 2単位  
Thesis Research and WritingⅡB 2単位  

 

別表Ⅱ―1(第44条関係) 

言語教育研究科 日本語教育学専攻（博士課程）の授業科目及び単位  

  授業科目の名称  単位  修了必要単位  
言語学・日本語教育学  日本語学特殊研究 (統語論 ) 4単位  8単位  

日本語教育学特殊研究 (コミュニケーション教育研究 ) 4単位  
第二言語教育学特殊研究 (第二言語習得研究 ) 4単位  
第二言語教育学特殊研究 (語彙教育研究 ) 4単位  
対照言語学特殊研究 (日・東アジア諸言語 ) 4単位  

 

別表Ⅱ―2(第44条関係) 

言語教育研究科 比較文明文化専攻（博士後期課程）の授業科目及び単位  

  授業科目の名称  単位  修了必要単位  
比較文明文化・  

地域言語文化  
比較文明文化・地域言語文化特殊研究Ⅰ  4単位  8単位  
比較文明文化・地域言語文化特殊研究Ⅱ  4単位  

 

別表Ⅱ―3(第44条関係) 

経済研究科 経済学・経営学専攻(博士課程)の授業科目及び単位 

  授業科目の名称  単位  修了必要単位  
経済分野  経済理論リサーチセミナーⅠ  4単位  8単位  

経済理論リサーチセミナーⅡ  4単位  
経済政策リサーチセミナーⅠ  4単位  
経済政策リサーチセミナーⅡ  4単位  
経済史リサーチセミナーⅠ  4単位  
経済史リサーチセミナーⅡ  4単位  
ファイナンスリサーチセミナーⅠ  4単位  
ファイナンスリサーチセミナーⅡ  4単位  

経営分野  経営管理リサーチセミナーⅠ  4単位  
経営管理リサーチセミナーⅡ  4単位  
経営戦略リサーチセミナーⅠ  4単位  
経営戦略リサーチセミナーⅡ  4単位  
マーケティングリサーチセミナーⅠ  4単位  
マーケティングリサーチセミナーⅡ  4単位  
経営史リサーチセミナーⅠ  4単位  
経営史リサーチセミナーⅡ  4単位  
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